
新しい総合事業について 

和歌山市 
地域包括支援課 

平成28年6月6日,14日,20日,28日資料 

資料１ 



本日の説明の流れ 

１・概要 

•地域包括ケアシステム、介護保険制度の概要について
説明します。 

２．現状 
•和歌山市の状況について説明します。 

３．新制度 
•新しい総合事業の制度の概要について説明します。 

４・取組 
•本市の取組みについて説明します。 



１．概要 
 

 地域包括ケアシステム、介護保険制度の概要
について説明します。 

 

 



地域包括ケアシステムとは～法律上の定義～ 

○法律上の定義（医療介護総合確保促進法第２条） 

 地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立し
た日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態とな
ることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、住まい
及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。 

厚生労働省資料 



地域包括ケアシステムとは～国の推進～ 

２０２５年（平成３７年）を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立
生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、
自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、
地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシス
テム）の構築を推進しています。 
地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県
が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作

り上げていくことが必要です。 
厚生労働省ＨＰより 

それでは、なぜ、このような 
取り組みが必要になるのか 



○65歳以上の高齢者は、2025年には3,657万人となり、 
  2042年にはピークを迎える予測（3,878万人）。 
○75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、   
  2055年には、25％を超える見込み。 

2015年 2025年 2055年 

65歳以上 
高齢者人口 
（割合） 

3,395万人 
（26.8％） 

3,657万人 
（30,3％） 

3,626万人 
（39.4％） 

75歳以上 
高齢者人口 
（割合） 

1,646万人 
（13.0％） 

2,179万人 
（18.1％） 

2,401万人 
（26.1％） 

厚生労働省資料を基に作成 



○65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ 
 以上の高齢者が増加していく 

厚生労働省資料 

280万人 
（9.5％） 

345万人 
(10.2％) 

410万人 
（11.3％） 

470万人 
（12.8％） 



社会保障給付費の推移 

厚生労働省資料 



 

厚生労働省資料 

３.６兆円 

４.６兆円 

５.２兆円 

１０.１兆円 

１０.４兆円 



介護職員の推移と見通し 

厚生労働省資料 



介護職員の推移と見通し 

厚生労働省資料 



超高齢社会における現状と課題 

少子高齢化による担い手の減少 

単身世帯の増加などによる住民ニーズの増加・
多様化 

増大し続ける社会保障給付費 



そこで、地域包括ケアシステム 

厚生労働省資料より作成 



厚生労働省資料 

介護保険制度とは 



介護保険の財源構成 

保険料 50％ 公 費 50％ 

国

25%

県

12.5%

市

12.5%
40～64歳

28%

65歳以上
22%



介護保険制度の基本的な考え方 

国民の努力・義務（４条） 
健康の保持増進・能力の維持向上 

理念（１条） 
尊厳の保持 

 

自立した日常 

生活を営む 

保険者（地方公共団体の責務）５条 

可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立
した日常生活を営むことができるようにする。 

       

       （包括的に推進） 

      保険医療福祉サービス、予防、軽減、悪化の防止 

     自立した日常生活の支援 

規範的統合 

住民、地域、関係
者の相互の共通
認識（理解）が必
要 



介護保険サービスの体系 

訪問系サービス 

通所系サービス 

短期滞在系サービス 

居住系サービス 

入所系サービス 

在宅 

施設 



２．現状 
 

 和歌山市の状況について説明します。 

 



（１）人口の推移（和歌山市） 
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国勢調査（2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所による推計値 
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（１）人口の推移（和歌山市） 
国勢調査（2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所による推計値 
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（１）人口の推移（和歌山市） 
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支える側と支えられる側のバラン
スは年々厳しくなる（和歌山市） 

平成47年 昭和60年 平成27年 

75歳以上1人 

に対して 

15～74歳は 18.4人 
75歳以上1人 

に対して 

15～74歳は 5.0人 
75歳以上1人 

に対して 

15～74歳は 3.0人 
75歳以上 16,331人 50,863人 60,341人
15～74歳 300,516人 256,340人 183,852人
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3月31日現在の住民基本台帳 

【高齢化率】 
 65歳以上の高齢者人が 
 総人口に占める割合 

平成28年 

28.9％ 

平成3年 

12.8％ 
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（４）介護保険認定状況（中核市比較） 
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（第6期保険料基準額（月額）） 

（５）介護保険料の推移（中核市比較） 
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（６）介護職員の推移と見通し（和歌山県） 

2015年に向けた介護人材にかかる需給推計（確定値）（和歌山県）

需要見込（Ａ）
現状推移による
供給見込（Ｂ）

充足率
（Ｂ／Ａ）

H29年度 22,865人 20,573人 90.0%

H32年度 23,451人 20,967人 89.4%

H37年度 25,162人 20,975人 83.4%

平成37年度に4,187人の介護人材不足が生じる！ 

2025年 



３．新制度 
 

 新しい総合事業の制度の概要について説明
します。 

 



需要と供給のバランスが不均衡 

需要↑ 

（対象者の増加） 

生産年齢人口 

の減少 

供給↓ 

（人材不足） 

高齢者の増加 
⇒給付費の増加 

⇒保険料の高額化 



現状をまとめると 

•高齢者や単身世帯の増加による、掃除や買物など
生活支援ニーズが増大する。 

生活ニーズの増加 

•生産年齢人口の減少による介護ニーズを支える担
い手が減少する。 

担い手の減少 

生活支援サービスのあり方 
介護予防のあり方 を再検討することに 



総合事業の目指す「生活支援のあり方」 

【参考】「新しい総合事業の移行戦略」三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 



新しい総合事業 
（介護予防・日常生活支援総合事業） 

現行の介護予防サービス 

（要支援１・２の方） 

（１）介護予防訪問介護 
   （ホームヘルプサービス） 
 

（２）介護予防通所介護 
   （デイサービス） 

介護予防訪問リハビリテーション 
介護予防通所リハビリテーション 
介護予防入浴介護 
介護予防訪問看護 
介護予防居宅療養管理指導 など 
 

総合事業 
（H29.4～） 

移
行 

○全国一律 ○市町村独自 

（要支援１・２の方及び事業対象者） 



 
 

【財源構成】 
 

国 25% 
 
都道府県  
 12.5% 
 
市町村  
 12.5% 
 
1号保険料  
 21% 
 
2号保険料  
 29% 

 

 
 

【財源構成】 
 

国 39.5% 
 
都道府県  
 19.75% 
 
市町村   
 19.75% 
 
1号保険料   
 21% 

 

介護予防給付 
 （要支援1～２） 

介護予防事業 
又は介護予防・日常生活支援総合事業 
○ 二次予防事業 
○ 一次予防事業 
介護予防・日常生活支援総合事業の場合 
は、上記の他、生活支援サービスを含む 
要支援者向け事業、介護予防支援事業。 

包括的支援事業 
○地域包括支援センターの運営 
  ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 
   業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 
（要支援1～２、それ以外の者） 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 
  ・訪問型サービス 
  ・通所型サービス 
  ・生活支援サービス（配食等） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業 

包括的支援事業  

○ 地域包括支援センターの運営 
（左記に加え、地域ケア会議の充実） 

○ 在宅医療・介護連携の推進 

○ 認知症施策の推進 
（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等） 

○ 生活支援サービスの体制整備 
（コーディネーターの配置、協議体の設置等） 

介護予防給付（要支援1～２） 

充
実 

現行と同様 

事業に移行 

訪問看護、福祉用具等 

訪問介護、通所介護 

多
様
化 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

地
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業 

地
域
支
援
事
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介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５） 

新しい地域支援事業の全体像 
＜現行＞ ＜見直し後＞ 介護保険制度 

全市町村で
実施 



要支援者が利用しているサービス 

【参考】「総合事業への早期移行に向けた市町村職員を対象とするセミナー」三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 



新しい総合事業の考え方 

現在の介護保険と同じ 

介護保険より基準緩和したサービス 

（元気な高齢者も担い手に） 

ボランティアなど住民 

運営の家事援助、サロン 

一
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• 今後は、住民主体の取組を充実していくこと
が非常に重要 

• しかし、住民主体の自助・互助をベースとした
取組の充実は、一朝一夕にはいかない。 

 

生活支援体制整備事業の導入 

生活支援体制整備事業の仕組みの導入 

（生活支援コーディネーター、協議体） 



４．取組 
 

 本市の取組みについて説明します。 

 



 
 
 地域の絆づくり交流会（H26.1～3） 

中学校区 

で開催 

・地域づくり座談会 
 各グループに分かれて、「地域でのつながりづくり」につい
て、「困っていること」、「助け合っていること」、「できること」、
「必要なこと」を出し合い、地域の課題を発見し、つながりを
深めました。 

これまでは・・・ 



市ＨＰで地域活動紹介（H27.3） 



活動事例集を作成（H27.3） 



生活支援サービスの体制整備についての勉強会 
～みんなで創ろう 助け合い社会～ 

• 講演（厚生労働省、さわやか福祉財団） 

 

• パネルトーク 

 「和歌山市における生活支援体制整備について
の今後の取組」 

 

 

（H27.9） 

（H27.11） 
• 助け合い活動とその広げ方について（和歌山市、
さわやか福祉財団） 

 

• 助け合い活動等について（グループワークなど） 



４箇所で 

で開催 
 
 

 地域づくり交流会《絆》（H28.2） 

・講演 
 これからの地域づくりで大切な視点 
 

・実践活動報告 
 地域で助け合い活動などを行っておられる１５団体の方々
に発表いただきました。 
 

・交流会 
 グループに分かれて、 『暮らしやすい地域にするためでき
ること』をテーマに話し合いました。 



 地域づくり交流会《絆》 結果（ H28.2.20） 
名草、三田、安原、雑賀崎、田野、和歌浦、雑賀、宮、宮前地区 



 地域づくり交流会《絆》 結果（ H28.2.21） 
加太、西脇、木本、貴志、松江、湊、野崎、楠見地区 



 地域づくり交流会《絆》 結果（ H28.2.27） 
有功、直川、紀伊、山口、川永、西和佐、和佐、小倉、岡崎、西山東、東山東地区 



 地域づくり交流会《絆》 結果（ H28.2.28） 
砂山、今福、吹上、高松、広瀬、芦原、新南、 

大新、中之島、四箇郷、宮北、本町、城北、雄湊地区 



生活支援体制整備事業 
（平成２８年度後半から順次開始） 

• 生活支援コーディネーターの設置 
 ・地域の助け合い支えあいを広げる地域支えあい推進員 

 ・協議体運営の中心人物 

   

• 協議体の設置 
 ・各地域の助け合い支えあい活動を主体的に行っている方々で構成 

 ・協議内容（例） 

   ○ 助け合い関係者間のネットワーク（地縁組織、ＮＰＯボランティア、民間団体） 

   ○ 地域の活動・地域の「宝物」の発見と共有 

   ○ 高齢者など地域に住む方々のニーズを把握 

   ○ 足りないサービス・活動をどう創出するか。 

   ○ 地域で活動を広げるために何が必要か。   

  



最後に 

安心して暮らせる地域づくりのために、 
 

みなさまの参加と協力が必要です。 
 

これからもよろしくお願いします。 
 

 


